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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏  

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２６年１月２５日 １５時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅町佐多
さ た

岬南南西方沖 

佐多岬灯台から真方位１９４°９９０ｍ付近 

（概位 北緯３０°５９.００′ 東経１３０°３９.２７′） 

事故調査の経過  平成２６年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 剛
ごう

平
へい

丸、８.５トン 

 ＯＮ２－０５７５（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.７７ｍ（Lr）×２.７６ｍ×１.４４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、平成４年５月２８日 

 第２９５－３３７０６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年８月５日 

  免許証交付日 平成２２年１１月１日 

         （平成２６年８月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、鹿児島県鹿児島市鹿児島港を出港

し、漁場に向け、対地速力約７ノットで自動操舵により佐多岬南南西

方沖を南進中、平成２６年１月２５日１５時００分ごろ、船首が波頂

から波間に滑り落ち、右舷船首から上甲板に多量の海水が打ち込み、

船体が左舷側に約１０°傾斜した。 

船長は、上甲板には、海水が滞留しており、同甲板の排水口には詰

まりはなかったが、海水が上甲板の開いていた機関室出入口から流れ

込み、同室左舷側に浸水しているのを確認した。 

船長は、本船が右舷船首から波を受けないよう左転し、バケツで上

甲板の海水を船外に排出したものの、船体の傾斜が増大していたの

で、転覆のおそれを感じ、船舶電話で１１８番通報し、海上保安庁の

指示に従い鹿児島県指宿市山川港に向かった。 



 

- 2 - 

本船は、巡視船の警戒監視を受け、機関室に滞留した海水をビルジ

ポンプで排水しながら山川港に向けて航行を続けていたが、船体が沈

下して速力が落ち、左舷側への傾斜が更に増大した。 

船長は、航行の継続は困難と判断して救助を依頼し、海中に飛び込

んで救助され、巡視船により山川港に搬送された。 

本船は、右舷船首部のみが海面上に浮いた状態となり、巡視船によ

り山川港にえい
．．

航され、後日、解体処分された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ７、視界 良好 

海象：波向 南南西、波高 約４～５ｍ 

１月２６日０２時３５分ごろ、鹿児島県地方に強風及び波浪注意報

が発表されていた。 

 その他の事項 

 

本船は、船体中央付近に機関室を、煙突の後方に操舵室を配置して

いた。 

機関室出入口は、操舵室内の床と煙突左舷横の２か所にあり、操舵

室内の出入口はさぶたで、煙突左舷横の出入口はハッチで海水の浸入

を防いでいた。 

本船の上甲板には、排水口が、両舷対称に、前部に６か所、操舵室

横に２か所、後部に２か所の合計１０か所設けられていた。 

船長は、出港前に機関室を点検した後、本事故当時に同室の出入口

が閉鎖していたかどうかの確認は不明であった。 

船長は、本事故発生場所付近をこれまでに約１２回航行しており、

本事故前日に天気予報をテレビで視聴し、波高が約４ｍになるとの情

報を入手していたが、過去に約４ｍの波高でも航行した経験があった

ので、航行しても大丈夫と思った。 

海図Ｗ２２１（鹿児島湾）によれば、佐多岬付近には急潮があり、

また、九州沿岸水路誌によれば、大隅海峡の佐多岬付近における船舶

の航行について以下のとおり記述されている。 

気象 佐多岬付近ではー（略）ー。また、三角波が立って小型船の

航行に危険なことがある。 

（付図２ 事故発生場所付近の海図情報 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、佐多岬南南西方沖を南進中、波が右舷船首から上甲板に打

ち込んだ際、煙突左舷横の機関室出入口が開放されていたことから、

海水が流れ込み、機関室に浸水したものと考えられる。 

 船長は、出港前に機関室を点検し、その後、煙突左舷横の機関室出

入口を確実に閉鎖したことの確認については覚えておらず、同室出入
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口が開放された状況については、明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、佐多岬南南西方沖を南進中、波が右舷船首から

上甲板に打ち込んだ際、煙突左舷横の機関室出入口が開放されていた

ため、海水が流れ込み、機関室に浸水したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・荒天が予想される際には、あらかじめ機関室の出入口等の開口部

を閉鎖しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 



 

- 5 - 

付図２ 事故発生場所付近の海図情報 
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